
児童養護施設・乳児院等における専門的支援の充実に向けた

人材確保及び職員配置について  
 

社会的養護については、里親による家庭養育を中心に進められ

ているが、施設養護も重要な役割を担っており、各自治体はそれ

ぞれが策定した都道府県等社会的養育推進計画に基づき、施設に

おける体制整備の強化や専門的支援の充実等に取り組んでいる

ところである。 

児童養護施設や乳児院等には、虐待を受けた子どもや様々な課

題を抱える児童への養育を行うため、保育士や児童指導員、心理

療法担当職員など専門職が配置されているが、これらの職員はそ

の専門性から多方面でニーズが高まっており、都市部を中心とし

て人材の確保に苦慮している実態がある。例えば保育士について

は、認可保育所等の保育士と比較し、夜勤などの不規則勤務や人

手不足により長時間労働が発生する等、労働環境が過酷である上、

経験年数による加算などの処遇面で劣っていることも要因であ

ると考えられる。 

国は、「新しい社会的養育ビジョン」などにおける社会的養育

のあり方として、施設においても「できる限り良好な家庭的環境」

において養育を実現するとともに、高度なケアニーズに対応する

など施設の専門性の向上を求めているが、そのためには、施設職

員の人材確保・育成・定着を図るとともに、適正な職員配置が必

要不可欠である。 

ついては、児童養護施設や乳児院等における専門的支援の充実

に向けた人材確保及び職員配置について、次のとおり要望する。 

 

 

１ 人材確保・育成等に対する支援の一層の充実を図るとともに、

多様な専門職や専門性の高い職員を継続的に配置できるよう

国において児童養護施設や乳児院等の職員に対し、社会的養護

処遇改善加算の増額や宿舎借上制度の創設等を行うこと。 

 



 
 

 

２ 施設の高機能化を目指すにあたり、ケアニーズの高い児童等

が施設におけるケアを適切に受けることができる環境を整備

し、職員の過酷な労働環境を少しでも緩和するため、現行の各

施設種別における職員配置基準を見直し、児童福祉施設保護措

置費における事務費一般分保護単価の底上げや、職員配置改善

加算の見直しを行うなど、体制強化への支援を行うこと。 
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